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条例 
 

 甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年６月２５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２０号 

   甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例  

   の一部を改正する条例 

 甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平

成６年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。  

第６条中「（甲府市の長の選挙における候補者に限る。第８条において同  

じ。）」を削り、「同条」を「第８条」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年３月１日から施行する。  

２ この条例による改正後の甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される 

選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選 

挙については、なお従前の例による。 
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 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年６月２５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２１号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

（甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正 

する。 

  第１９条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「この節」 

の次に「（第３２条の１０第１０項から第１２項までを除く。）」を加える。 

第２０条第１項第２号中「１２５万円」を「１３５万円」に改め、同条第２項

中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に

１０万円を加算した金額」を加える。 

第２７条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２，５００

万円以下である」を加える。 

第２７条の５中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，５００

万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第２号ア中「に

おいては」を「には」に改める。 

第２９条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「に

よって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税法第２条

第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）」を加

える。 

第３２条の１０第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項に

おいて「納税申告書」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、第１項

の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告に
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ついては、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び法施行規則で定めると

ころにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項において

「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１２項において

「機構」という。）を経由して行う方法その他法施行規則で定める方法により

市長に提供することにより、行わなければならない。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載

された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく

規則の規定を適用する。 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、法第７６２条第１号の機構

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記

録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

 第６９条を第６９条の２とし、第２章第４節中同条の前に次の１条を加える。 

（製造たばこの区分） 

第６９条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係

る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 

⑴ 喫煙用の製造たばこ 

ア 紙巻たばこ 

イ 葉巻たばこ 

ウ パイプたばこ 

エ 刻みたばこ 

オ 加熱式たばこ 

⑵ かみ用の製造たばこ 

⑶ かぎ用の製造たばこ 

第７０条の次に次の１条を加える。 

（製造たばことみなす場合） 

第７０条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリ

ンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第３条第１

項に規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの

喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの
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混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であ

って加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡

したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに

準ずる者として法施行規則第８条の２の２で定める者により売渡し、消費等又

は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第３項

第１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製造たばことみ

なして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙

用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

  第７１条第１項中「第６９条第１項」を「第６９条の２第１項」に改め、「消 

費等」の次に「（以下この条及び第７４条の２において「売渡し等」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項の製造たばこ」の次に「（加熱式たばこを

除く。）」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」

を「同表の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第１号ア中「パイプたば

こ」を「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改

め、同条第４項中「前項」を「前２項」に改め、「関し、」の次に「第４項の」

を、「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量」

を加え、同項を同条第６項とし、同項の前に次の１項を加える。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個

当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式た

ばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとする。 

  第７１条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻た 

ばこの」を加え、「場合の」を「場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号

に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」

に、「第６９条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売

渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第６９条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たば

こ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法によ
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り換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第

２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した

紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 

 ⑴ 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラムを

もって紙巻たばこの１本に換算する方法 

⑵ 加熱式たばこの重量（フィルターその他の法施行規則第１６条の２の２で 

定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって紙巻たばこ 

の０．５本に換算する方法 

⑶ 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻た 

ばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成 

３０年法律第７号）附則第４８条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一 

般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関す  

る法律（平成１０年法律第１３７号）第８条第１項に規定するたばこ特別税 

の税率、法第７４条の５に規定するたばこ税の税率及び法第４６８条に規定 

するたばこ税の税率をそれぞれ１，０００で除して得た金額の合計額を 

１００分の６０で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）をも 

って紙巻たばこの０．５本に換算する方法 

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１項又は第２

項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式たばこ 当

該小売定価に相当する金額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規

定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第２章第３節の規定に

より課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。） 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９年法律第  

７２号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金  

額 

  第７１条に次の４項を加える。 

７ 第３項第３号に掲げる方式により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める  

金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱 

式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式た  
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ばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの 

本数に換算する方法により行うものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号ア

に定める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数が

ある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する

数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その

端数を切り捨てるものとする。 

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、法

施行規則で定めるところによる。 

  第７２条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。 

  第７３条第３項中「第６９条」を「第６９条の２」に改める。 

  第７４条の２中「第６９条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消 

費等」を「売渡し等」に改める。 

附則第５条の２中第１６項を第１７項とし、第１５項の次に次の１項を加え

る。 

１６ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、零とす 

る。 

附則第１５条中「若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改

める。 

附則第１６条の２第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」

を加える。 

附則第２６条第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「第３７条の

９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条の９」に改める。 

第２条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第７１条第３項中「０．８」を「０．６」に、「０．２」を「０．４」に改め 

る。 

  附則第５条の２第１５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３ 

項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４６

項」に改める。 
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附則第１５条中「第４４項、第４５項」を「第４３項、第４４項」に、「第

４８項」を「第４７項」に改める。 

第３条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

第７１条第３項中「０．６」を「０．４」に、「０．４を」を「０．６を」に

改め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を「附則第４８条第１項第２

号」に改める。 

 第７２条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。 

第４条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。   

第７１条第３項中「０．４を」を「０．２を」に、「０．６」を「０．８」に 

改め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７ 

号）附則第４８条第１項第２号に定める」を「たばこ税法（昭和５９年法律第 

７２号）第１１条第１項に規定する」に改め、同号イ中「（昭和５９年法律第 

７２号）」を削る。 

 第７２条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。 

第５条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

 第７０条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。 

 第７１条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に０．２を

乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たば

この本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法に

より換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」を削り、同項第１号

を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同条第４

項中「又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量

を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第５項中「第３項第２号」を

「第３項第１号」に改め、同条第７項中「第３項第３号」を「第３項第２号」に

改め、同条第８項中「第３項第３号ア」を「第３項第２号ア」に改め、同条第９

項を削り、同条第１０項を同条第９項とする。 

（甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年６月条例第２３号）の 

一部を次のように改正する。  

附則第５条第２項中「新条例」を「甲府市市税条例」に改め、同項第３号中 
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「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改め、同条第４項中

「新条例第６９条第１項」を「甲府市市税条例第６９条の２第１項」に改め、同

条第１３項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に、

「１，２６２円」を「１，６９２円」に改め、同条第１４項の表第５項の項中

「平成３１年４月３０日」を「平成３１年１０月３１日」に改め、同表第６項の

項中「平成３１年９月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行 

する。 

⑴ 第１条中甲府市市税条例第６９条を第６９条の２とし、第２章第４節中同条

の前に１条を加える改正規定、同条例第７０条の次に１条を加える改正規定並

びに同条例第７１条から第７３条まで及び第７４条の２の改正規定並びに第６

条並びに附則第３条から第５条までの規定 平成３０年１０月１日 

⑵ 第１条中甲府市市税条例第２０条第２項の改正規定（「控除対象配偶者」を

「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び同条例第２９条の２第１項の

改正規定並びに同条例附則第２６条第３項の改正規定並びに次条第１項の規

定 平成３１年１月１日 

⑶ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 平成３1年４月１日 

⑷ 第２条中甲府市市税条例第７１条第３項の改正規定 平成３１年１０月１日 

⑸ 第１条中甲府市市税条例第１９条第１項及び第３項並びに第３２条の１０の 

改正規定並びに次条第３項の規定 平成３２年４月１日 

⑹ 第３条並びに附則第６条及び第７条の規定 平成３２年１０月１日 

⑺ 第１条中甲府市市税条例第２０条第１項第２号の改正規定、同条第２項の改

正規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例第２７条の２及び第

２７条の５の改正規定並びに同条例附則第１６条の２第１項の改正規定並びに

次条第２項の規定 平成３３年１月１日 

⑻ 第４条並びに附則第８条及び第９条の規定 平成３３年１０月１日 

⑼ 第５条の規定 平成３４年１０月１日 

⑽ 第１条中甲府市市税条例附則第５条の２の改正規定 生産性向上特別措置法
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（平成３０年法律第２５号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅

い日 

⑾ 第１条中甲府市市税条例附則第１５条の改正規定 都市再生特別措置法等の

一部を改正する法律（平成３０年法律第２２号）の施行の日又はこの条例の公

布の日のいずれか遅い日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例の規定中個人の市 

民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例の規定中個人の市民税 

に関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平 

成３２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の甲府市市税条例第１９条第１項及び第３項並びに 

第３２条の１０第１０項から第１２項までの規定は、前条第５号に掲げる規定の 

施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結 

事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人 

の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお 

従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日 

前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第４条 平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又 

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及 

び第２号に規定する売渡しを除く。附則第７条第１項及び第９条第１項において 

「売渡し等」という。）が行われた製造たばこ（甲府市市税条例の一部を改正す 

る条例（平成２７年６月条例第２３号）附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ 

３級品を除く。以下この項及び第５項において「製造たばこ」という。）を同日 

に販売のため所持する卸売販売業者等（附則第１条第１号に掲げる規定による改
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正後の甲府市市税条例（第４項及び第５項において「３０年新条例」という。）

第６９条の２第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販

売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平

成３０年法律第７号。附則第７条第１項及び第９条第１項において「所得税法等

改正法」という。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者として

当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市

の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるも

のに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき

４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごと 

に、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２４号）別 

記第２号様式による申告書を平成３０年１０月３１日までに市長に提出しなけれ 

ばならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、その申 

告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「法施行

規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければな

らない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほ 

か、３０年新条例第１５条、第７４条の２第４項及び第５項、第７４条の４の２

並びに第７４条の５の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第１５条 第７４条の２第１項若

しくは第２項、 

甲府市市税条例等の一部を改

正する条例（平成３０年６月
条例第２１号。以下この条及
び第２章第４節において「平
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成３０年改正条例」とい
う。）附則第４条第３項、 

第１５条第２号 第７４条の２第１項若
しくは第２項 

平成３０年改正条例附則第４
条第２項 

第１５条第３号 第６２条の７第１項の
申告書、第７４条の２
第１項若しくは第２項
の申告書又は第１６０
条第１項の申告書でそ
の提出期限 

平成３０年改正条例附則第４
条第３項の納期限 

第７４条の２第４項 法施行規則第３４号の
２様式又は第３４号の
２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改
正する省令（平成３０年総務
省令第２４号）別記第２号様
式 

第７４条の２第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第４
条第３項 

第７４条の４の２第１
項 

第７４条の２第１項又
は第２項 

平成３０年改正条例附則第４
条第２項 

当該各項 同項 

第７４条の５第２項 第７４条の２第１項又
は第２項 

平成３０年改正条例附則第４
条第３項 

５ ３０年新条例第７４条の３の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由 

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの

うち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還

を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業

者等は、法施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの

規定に規定する申告書に添付すべき法施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課

されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造た

ばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付

しなければならない。 

 （手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間における前条第 

４項の規定の適用については、同項の表第１５条第３号の項中「第６２条の７第

１項の申告書、第７４条の２第１項」とあるのは、「第７４条の２第１項」とす
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る。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日 

前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第７条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売の 

ため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの製造者として

当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市

の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるも

のに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき 

４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごと 

に、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２５号。附

則第９条第２項において「平成３０年改正規則」という。）別記第２号様式によ

る申告書を平成３２年１１月２日までに市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに、その 

申告に係る税金を法施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付し

なければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほ 

か、第３条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下この項及び次項において

「３２年新条例」という。）第１５条、第７４条の２第４項及び第５項、第７４

条の４の２並びに第７４条の５の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
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右欄に掲げる字句とする。 

第１５条 第７４条の２第１項若
しくは第２項、 

甲府市市税条例等の一部を改
正する条例（平成３０年６月
条例第２１号。以下この条及
び第２章第４節において「平
成３０年改正条例」とい
う。）附則第７条第３項、 

第１５条第２号 第７４条の２第１項若
しくは第２項 

平成３０年改正条例附則第７
条第２項 

第１５条第３号 第６２条の７第１項の

申告書、第７４条の２
第１項若しくは第２項
の申告書又は第１６０
条第１項の申告書でそ
の提出期限 

平成３０年改正条例附則第７

条第３項の納期限 

第７４条の２第４項 法施行規則第３４号の
２様式又は第３４号の
２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改
正する省令（平成３０年総務
省令第２５号）別記第２号様
式 

第７４条の２第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第７

条第３項 

第７４条の４の２第１
項 

第７４条の２第１項又
は第２項 

平成３０年改正条例附則第７
条第２項 

当該各項 同項 

第７４条の５第２項 第７４条の２第１項又
は第２項 

平成３０年改正条例附則第７
条第３項 

５ ３２年新条例第７４条の３の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由 

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの

うち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還

を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業

者等は、法施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの

規定に規定する申告書に添付すべき法施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課

されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造た

ばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付

しなければならない。 
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（市たばこ税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規定の施行の日 

前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売の 

ため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たばこの製造者とし

て当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合

には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持される

ものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税

を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみ

なされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき

４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごと 

に、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年１１月１日ま

でに市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに、その 

申告に係る税金を法施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付し

なければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほ 

か、第４条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下この項及び次項において

「３３年新条例」という。）第１５条、第７４条の２第４項及び第５項、第７４

条の４の２並びに第７４条の５の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 
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第１５条 第７４条の２第１項若
しくは第２項、 

甲府市市税条例等の一部を改
正する条例（平成３０年６月
条例第２１号。以下この条及
び第２章第４節において「平
成３０年改正条例」とい
う。）附則第９条第３項、 

第１５条第２号 第７４条の２第１項若
しくは第２項 

平成３０年改正条例附則第９
条第２項 

第１５条第３号 第６２条の７第１項の
申告書、第７４条の２

第１項若しくは第２項
の申告書又は第１６０
条第１項の申告書でそ
の提出期限 

平成３０年改正条例附則第９
条第３項の納期限 

第７４条の２第４項 法施行規則第３４号の
２様式又は第３４号の
２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改
正する省令（平成３０年総務
省令第２５号）別記第２号様
式 

第７４条の２第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第９

条第３項 

第７４条の４の２第１
項 

第７４条の２第１項又
は第２項 

平成３０年改正条例附則第９
条第２項 

当該各項 同項 

第７４条の５第２項 第７４条の２第１項又
は第２項 

平成３０年改正条例附則第９
条第３項 

５ ３３年新条例第７４条の３の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由 

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの 

うち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還 

を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業 

者等は、法施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの 

規定に規定する申告書に添付すべき法施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ 

うとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課 

されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造た 

ばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付 

しなければならない。 
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 甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年６月２５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２２号 

甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年９月条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項第４号を次のように改める。 

 ⑷ 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有

する者 

第１０条第３項に次の１号を加える。 

 ⑽ ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認め

たもの 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成３０年６月２５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２３号 

甲府市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

 甲府市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年３月条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準

用する場合を含む。)｣を加え、「病院等（同項」を「病院等（法第５５条第１

項」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。)｣を加え、同条第４号中「第５５条第２項第

２号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。 )｣を加

え、「行った同号」を「行った法第５５条第２項第２号」に改め、同条に次の１号

を加える。 

⑸ 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の

適用を受け、これらの規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされ

た国民健康保険の被保険者であったもの 

附則中第２項及び第３項を削り、第４項を第２項とし、第５項を第３項とする。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甲府市後期高齢者医 

療に関する条例の規定は、平成３０年４月１日から適用する。  
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告示 
                          

 甲府市告示第２６０号   

 

地方自治法第２４３条の３第１項並びに甲府市「財政事情」の作成及び公表に関

する条例第４条第１項の規定により、甲府市一般会計、甲府市国民健康保険事業特

別会計、甲府市交通災害共済事業特別会計、甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計、甲府市介護保険事業特別会計、甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計、甲府

市農業集落排水事業特別会計、甲府市簡易水道等事業特別会計、甲府市後期高齢者

医療事業特別会計及び甲府市浄化槽事業特別会計の平成２９年度下半期の財政状況

を別紙のとおり公表する。 

 

  平成３０年６月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２６１号  

 

地方公営企業法第４０条の２の規定並びに甲府市「財政事情」の作成及び公表に

関する条例第４条第１項の規定により、甲府市地方卸売市場事業会計、甲府市病院

事業会計、甲府市下水道事業会計及び甲府市水道事業会計の平成２９年度下半期の

業務の状況を別紙のとおり公表する。  

 

平成３０年６月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第２６２号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３０年６月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       甲府市介護保険料 更正通知書 

            甲府市介護保険料 特別徴収仮徴収額通知書 

２ 発送日       平成３０年４月１日 

            平成３０年５月１日 

３ 項 目       平成３０年度介護保険料更正通知書 

            平成３０年度介護保険料特別徴収仮徴収額通知書 

４ 納付方法      年金からの特別徴収による 

５ 送達を受けるべき者 別紙のとおり    

６ 保管場所      甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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                          甲府市告示第２６３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計

画を決定するにあたり、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当

該都市計画の案の図書を公衆の縦覧に供する。  

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書を提

出することができる。 

 

  平成３０年６月４日 

                 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類   甲府都市計画地区計画 

            向町（３）地区地区計画 

２ 都市計画を定め   縦覧に供する図書に明示する部分  

  る土地の区域 

３ 都市計画の案の   甲府市丸の内一丁目１８番１号  

縦覧場所及び    甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  縦覧期間      平成３０年 ６月 ４日から 

平成３０年 ６月１８日まで 
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                          甲府市告示第２６４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年６月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市里吉三丁目９８２番１及び９８２番１１から９８２番２２まで 

以上１３筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市相生一丁目１６番１６号 

   有限会社セントラルホームズ 

   代表取締役 雨 宮  孝 
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甲府市告示第２６５号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成３０年６月５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   上積翠寺町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
飯 島 貞 利 七 沢 芳 行 

代表者 

住 所 
甲府市上積翠寺町５２４番地 甲府市上積翠寺町９２２番地 

３ 変更年月日  平成３０年４月２８日 
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                          甲府市告示第２６６号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）２号 

工事名 
①都市計画道路築造工事（Ｈ３０・甲府駅南通り線：第１工区） 

②（配区－２）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市宝一丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

① 道路築造工      Ｌ＝１４７．２ｍ 

電線共同溝工     Ｌ＝１０４．８ｍ 

  下水道施設移設調整工 １式 

付帯工        １式 

② ＤＩＰ．ＮＳ φ３００ ９３．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ１５０  ４．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ１００ １０．５ｍ 

ＨＰＰＥ   φ ７５ ４１．５ｍ 

ＲＲＶＰ   φ ７５  ２．０ｍ 

仕切弁．ＮＳ φ３００    ２基 

仕切弁．ＧＸ φ１００    ３基 

消火栓    φ ７５    １基 

水抜栓    φ ２５    １基 

２ 工期 平成３１年１月３１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９９，９００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等若しくは道路工事等と配水 

管布設替工事等との合併工事。ただし、 

１件の工事請負額が、４，９００万円 

以上の実績に限る。 
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元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成２９年７月６日告示（合併（土木） 

２号（①都市計画道路築造工事（Ｈ２ 

９・甲府駅南通り線）②（配区－２） 

配水管添架工事）の落札者は、本工事 

の入札に参加することはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前９時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 
平成３０年７月６日 

午前９時 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２６７号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）３２号 

工事名 Ｈ３０年度 道路改良工事（市道岩窪町中線）橋梁下部工 

工事場所 甲府市古府中町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

逆Ｔ式橋台（Ｈ＝２．１ｍ） 

Ｎ＝２基（Ｖ＝５１．０㎥） 

場所打杭基礎 

（φ１０００ Ｌ＝９．０～９．５ｍ）Ｎ＝４本 

コンクリートブロック積 Ａ＝６８．０㎡ 

仮設工 １式 

プレキャストボックス工 Ｌ＝１１．０ｍ 

側溝工 Ｌ＝７３．０ｍ 

集水桝工 Ｎ＝４箇所 

下層路盤工 Ａ＝１４６．０㎡ 

２ 工期 平成３１年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４６，２２４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

橋梁工事等又は道路工事等。ただし、 

１件の工事請負額が、２，３００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 
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ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 
平成３０年７月６日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２６８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）３４号 

工事名 羽黒小学校給食室増改築（建築主体）工事 

工事場所 甲府市羽黒町５２７番地 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄骨造 

規模：平屋建て 延べ面積 ３２０㎡ 

既存建具改修工事、外構工事他 

２ 工期 平成３１年２月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３１，００４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ 特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築工事等。

ただし、１件の工事請負額が、 

６，５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 
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３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前９時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 
平成３０年７月６日 

午前９時４０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２６９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）２６号 

工事名 羽黒小学校給食室増改築（機械設備）工事 

工事場所 甲府市羽黒町５２７番地 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄骨造 

規模：平屋建て 延べ面積 ３２０㎡ 

１．屋外給水設備工事 

２．屋内給水設備工事 

３．屋外排水設備工事 

４．屋内排水設備工事 

５．衛生器具設備工事 

６．給湯設備工事 

７．ガス設備工事 

８．冷暖房設備工事 

９．換気設備工事 

１０．消臭設備工事 

２ 工期 平成３１年２月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４３，７６１，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が、２，１００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 
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なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前９時５０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 
平成３０年７月６日 

午前９時５０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 
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入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２７０号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年６月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第１０８３０号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第２７１号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成３０年６月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   愛宕町中部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
渡 辺 正 彦 大 辻 和 宏 

代表者 

住 所 
甲府市愛宕町９６番地 甲府市愛宕町３２番地１ 

３ 変更年月日  平成３０年５月１日 
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甲府市告示第２７２号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年６月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成２９年度甲府市国民健康保険料納入通知書  

              兼決定通知書 

平成２８年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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                          甲府市告示第２７３号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成３０年６月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第２７４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４０７号 

（２）業務名称     Ｈ３０用地測量調査業務委託（市道宿下曽根線）  

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３１年３月１５日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、「建設コンサルタント」及び

「地質調査」で登録されている者であること。  

（３）過去１０年以内に、国又は地方公共団体が行う測量業務及び地質調査業務を

履行した実績を有する者であること。 

（４）主任技術者は、技術士又はＲＣＣＭの資格を有すること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月８日（金）～平成３０年６月１８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年６月１８日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月８日（金）～平成３０年６月１８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年６月１８日（月）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月５日（木） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 
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甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２７５号 

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）が外国であ

り、送達が困難であることから、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定によりにより公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  平成３０年６月１２日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成３０年度市民税・県民税 税額決定兼納税通知書 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部課税管理室市民税課 
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甲府市告示第２７６号  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

道路法による事業計画の定められた道路で、２年以内にその事業が執行される予定

のものとして、次のとおり指定する。  

 その関係図書は建設部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。  

 

平成３０年６月１２日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 １ 事業名     都市計画道路大手二丁目浅原橋線  

 ２ 道路の種類   県道 

 ３ 路線名     県道甲府市川三郷線 

 ４ 道路の地名地番 甲府市中央四丁目１４０番１から 

              中央四丁目４４４番まで 

 ５ 指定延長    １８０．０ ｍ 

 ６ 計画幅員     １８．０ｍ 

 ７ 添付書類    都市計画事業の認可を受けた告示の写し（官報）  

           事業工定表 

 ８ 添付図面    位置図・平面図・標準横断図 

  

 

   

 

- 46 -



甲府市告示第２７７号   

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次の

とおり道路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川

課において、この告示の日から平成３０年６月２５日まで一般の縦覧に供

する。  

 

  平成３０年６月１２日  

 

                 甲府市長  樋  口  雄  一  

 

１  道路の種類   市道  

２  路線番号    １２５  

３  路線名     和田平東線  

４  道路の区域  

旧新

の別  
区間  

幅員  

（メート

ル）  

延長  

（メート

ル）  

旧  
甲府市城東五丁目１０５番２地先から  

甲府市城東三丁目２６６番３地先まで  

５．００～  

９．００  
７０．０  

新  
甲府市城東五丁目１０５番２地先から  

甲府市城東五丁目１０５番２地先まで  
４．６２～  

８．００  
６１．５  
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甲府市告示第２７８号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年６月２５日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３０年６月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

 

路 線 名 

 

区   間 

延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

 

市 道 

 

和田平東線 

甲府市城東五丁目 

１０５番２地先から 

甲府市城東五丁目 

１０５番２地先まで 

 

６１．５ 

 

平成３０年 

６月１２日 
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                          甲府市告示第２７９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年６月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市桜井町字桜井地蔵３６６番１及び３６６番３ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   山梨県大月市猿橋町藤崎１３２番地１５ 

   株式会社サンワライフ保険 

代表取締役 稲 田  良 
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甲府市告示第２８０号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成３０年６月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第２８１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年６月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上曽根町字久根の内１８２番１、１８２番３、１８５番、１８７番１、 

  ２０２番１及び２０２番４ 

以上６筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上曽根町１８５番地 

   社会福祉法人敬誠会 

理事長 角 田 武 一 

- 51 -



                          甲府市告示第２８２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成３０年６月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市桜井町字春能１０３３番１、１０３３番３から１０３３番８まで、 

１０３８番１、１０３８番３から１０３８番５まで、１０４８番１及び 

１０４８番３から１０４８番５まで 

以上１５筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に 

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市相生一丁目１６番１６号 

   有限会社セントラルホームズ 

   代表取締役 雨宮 孝 
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甲府市告示第２８３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４３３号 

（２）業務名称     平成３０年度 測量調査業務委託（玉諸小学校校庭拡張

等事業） 

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３０年１２月２８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）過去１０年以内に、国又は地方公共団体が行う測量業務及び補償算定業務を 

履行した実績を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月１５日（金）～平成３０年６月２５日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年６月２５日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１５日（金）～平成３０年６月２５日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年６月２５日（月）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１１日（水） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２８４号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３０年６月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成３０年６月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成３０年度甲府市一般会計補正予算（第１号）  

２ 平成３０年度甲府市水道事業会計補正予算（第１号）  

 

 

 

 

 

     平成３０年６月１５日 原案可決 
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                          甲府市告示第２８５号 

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００５４５ 

２ 事業所の名称       ケア信玄 

３ 事業所の所在地      甲斐市西八幡２１２２ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 信玄 

代表取締役 山田 智之  

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３０年６月３０日 
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                          甲府市告示第２８６号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７２３００２８７ 

２ 事業所の名称       あい中央西花輪 

３ 事業所の所在地      中央市西花輪２２５９番地 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成２８年９月３０日 

 

- 58 -



                          甲府市告示第２８７号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８００９１５ 

２ 事業所の名称       あい笛吹  

３ 事業所の所在地      笛吹市春日居町鎮目３０１番地 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成２９年３月３１日 
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                          甲府市告示第２８８号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８０１０５３ 

２ 事業所の名称       あい笛吹別館 

３ 事業所の所在地      笛吹市春日居町鎮目２９９番地４ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成２９年６月３０日 
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                         甲府市告示第２８９号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００５５２ 

２ 事業所の名称       デイサービス信玄西八幡 

３ 事業所の所在地      甲斐市西八幡２１２２ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 信玄 

              代表取締役 山田 智之 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３０年６月３０日 
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甲府市告示第２９０号 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する道路

の位置を次のとおり指定したので、同法施行規則第１０条の規定により告示する。 

 その関係図書は建設部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

 

平成３０年 ６月１８日 

                   

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の位置  甲府市千塚二丁目３７９９番１３、３７９９番１４ 

                 ３８０６番１、３８０７番３ 

２ 道路の幅員      ４．２０ ｍ 

３ 道路の延長     ２７．２９ ｍ 
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甲府市告示第２９１号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第  

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、同条例第１２条第２項及び甲府市自転車等の放置

の防止に関する条例施行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、

次のとおり告示する。 

 

  平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

・ 甲府駅南口吉野家前  ・甲府駅南口吉野家東 

・ 甲府駅北口階段下   ・甲府駅北口駅前広場 

・ 甲府駅北口信号北東 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成３０年５月９日（水） 

４ 返還の申出場所          

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの  

自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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                         甲府市告示第２９２号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４３３５ 

２ 事業所の名称       在宅福祉 エ．ビーナ甲府南 

３ 事業所の所在地      甲府市国母６丁目６－１３ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 エ．ビーナ 

              代表取締役 河西 正哉 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３０年６月３０日 
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甲府市告示第２９３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７６０号 

（２）物件名   羽黒小学校給食室備品パススルー冷蔵庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２９４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７６１号 

（２）物件名   羽黒小学校給食室備品靴消毒保管庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後１時４０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２９５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７６２号 

（２）物件名   羽黒小学校給食室備品移動台（ドライ用）他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後１時５０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２９６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７６９号 

（２）物件名   非常用備蓄食糧（乾燥米） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」 

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。  

（７）市税の滞納がない者であること。  

（８）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後２時１０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２９７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第８３５号 

（２）物件名   非常用備蓄食糧（ライスクッキー） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。 

（８）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後２時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２９８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成３０年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第８００号 

（２）物件名   グレーチング一式 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「建

設資材・木材」または「鉄工・板金・鋳造・煉瓦」で登録されている者である

こと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年７月３日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後２時２０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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                          甲府市告示第２９９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年６月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書  市民発１１１３７号 

             充当通知書  市民発１１１３８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３００号  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する道路

の位置を次のとおり指定したので、同法施行規則第１０条の規定により告示する。 

 その関係図書は建設部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

 

平成３０年６月２０日 

                   

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の位置  甲府市荒川二丁目１３８番４ 

２ 道路の幅員  ５．０３～５．０４ ｍ 

３ 道路の延長  ２２．７１ ｍ 
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                          甲府市告示第３０１号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）３８号 

工事名 Ｈ３０道路改良工事（市道 塔岩沢山宮線） 

工事場所 甲府市平瀬町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝６７．４ｍ 

計画幅員（市道） Ｗ＝５．０ｍ 

 石・ブロック積工（土留ブロック積擁壁） 

 Ｌ＝４８．３ｍ 

 側溝工（自由勾配側溝） Ｌ＝４８．３ｍ 

 集水桝工 Ｎ＝１箇所 

 付帯工 １式 

 コンクリート舗装工（路盤工） 

Ａ＝３４５．７㎡ 

コンクリート舗装工（表層工） 

Ａ＝３４５．７㎡ 

縁石工（地先境界ブロック） 

Ｌ＝２．９ｍ 

路側防護柵工（ガードレール） 

Ｌ＝４７．１ｍ 

２ 工期 平成３０年１２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，６４５，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

- 85 -



３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月１２日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３０２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）４４号 

工事名 羽黒小学校給食室増改築（電気設備）工事 

工事場所 甲府市羽黒町５２７番地 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄骨造、平屋建て 

規模：延べ面積 ３２０㎡ 

１．受変電設備工事 

２．幹線設備工事 

３．動力設備工事 

４．電灯コンセント設備工事 

５．電話設備工事 

６．拡声設備工事 

７．テレビ共同受信設備工事 

８．インターホン設備工事 

９．ガス漏れ、自動火災報知設備工事 

１０．機械警備配管設備工事 

２ 工期 平成３１年２月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２６，８３８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が１，３００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 
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合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月１２日 

午前１０時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 
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支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３０３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （鋼造）４７号 

工事名 青葉スポーツ広場防球ネット設置工事 

工事場所 甲府市青葉町１９番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

・防球ネット設置 １式 

 （Ｗ＝４７．０ｍ、Ｈ＝１２．０ｍ） 

・標識設置 ２ヶ所 

２ 工期 平成３０年９月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１１，０９１，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

鋼構造物 

直近の経営事項審査結果通知書の 

総合評定値（Ｐ）５００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の鋼構造物工事。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 
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４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月１２日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３０４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）４８号 

工事名 市道舗装工事（３０－２） 

工事場所 甲府市中町地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長      Ｌ＝  ５００．０ｍ 

・舗装工       Ａ＝３，３３０．０㎡ 

・側溝工（４００型） Ｌ＝    ７．８ｍ 

・区画線工 １式 

・付帯工  １式 

２ 工期 平成３０年９月２１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，１６０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月２日 
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３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月１２日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３０５号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３０年６月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０１１２５ 

２ 事業所の名称       医療法人幸仁会 須貝整形外科医院 

 通所介護センター 

３ 事業所の所在地      甲府市国母一丁目５－１７ 

４ 当該事業所の申請者    医療法人幸仁会 須貝整形外科医院 

              理事長 須貝 敦 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３０年７月１日 
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                          甲府市告示第３０６号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定による指定居宅介

護支援事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第８５条第２号の規定に

より公示する。 

 

  平成３０年６月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０３４７７ 

２ 事 業 所 名    南甲府ケアセンターそよ風 

３ 事 業 所 の 所 在 地     甲府市住吉３丁目２７番７号 

４ 当該事業所の申請者    株式会社ユニマット 

リタイアメント・コミュニティ 

代表取締役 中川 清彦 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日        平成３０年６月３０日 
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甲府市告示第３０７号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７９条の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者として次の者を指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

平成３０年６月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５０９２ 

２ 事業所の名称      桜井寮居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市桜井町５７６番地１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市桜井町５５８番地 

              社会福祉法人 甲府市民生福祉会 

          理事長 戸田 知 

５ サービスの種類     居宅介護支援 

６ 指定年月日          平成３０年７月１日 
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甲府市告示第３０８号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７９条の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者として次の者を指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

平成３０年６月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５０８４ 

２ 事業所の名称      ケア・コスモス居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市増坪町４５７番地１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市増坪町４５７番地１ 

              株式会社ルピナス 

          代表取締役 萩原 準史 

５ サービスの種類     居宅介護支援 

６ 指定年月日          平成３０年７月１日 
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甲府市告示第３０９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４５０号 

（２）業務名称      本庁舎消防用設備保守点検業務委託 

（３）履行期間      平成３０年７月２７日から平成３１年３月１５日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ・防災 

用品・消火器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月２２日（金）～平成３０年７月４日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月２２日（金）～平成３０年７月４日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月２７日（金） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において「２入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とす

る。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
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   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第３１０号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年６月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書 市民発第１１０８８号 

             配当計算書 市民発第１１０８７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第３１１号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成３０年６月２５日 

 

                 甲府市長  樋 口  雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第３１２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成３０年６月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市国玉町字塚腰８６５番１、８６７番１、８６７番３、８６７番５、 

８６７番６、８７２番３、８９２番１及び８９２番１２ 

以上８筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  水路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に 

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市下飯田三丁目５番１２号 

   甲府市農業協同組合 

代表理事 長田 学 
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甲府市告示第３１３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４６８号 

（２）業務名称     甲府市洪水ハザードマップ作成業務 

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３１年２月２０日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、「建設コンサルタント（河川、  

砂防及び海岸・海洋）」および「物品（情報・通信）」のすべてに登録され

ている者であること。 

（３）過去５年以内に、地方自治体が発注する「洪水ハザードマップ作成業務」の  

作業実績を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月２６日（火）～平成３０年７月５日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月５日（木）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月２６日（火）～平成３０年７月５日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月５日（木）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月２４日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 
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甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３１４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４７２号 

（２）業務名称     道路・交差点・橋梁予備設計業務委託【都市計画道路 

            住吉四丁目善光寺線（善光寺工区）】  

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３１年３月２２日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「建設コンサルタント

（道路部門）」に登録されている者であること。  

（３）過去１０年以内に、地方自治体が発注する道路及び橋梁設計業務を施行した  

実績を有する者であること。 

（４）配置技術者は、次に掲げる要件を満たすものであること。 

ア 管理技術者は技術士の建設部門（道路）及び建設部門（鋼構造及びコン

クリート）の資格を有するもの、又は、ＲＣＣＭの道路部門及び鋼構造及

びコンクリート部門の資格を有するもので、技術士とＲＣＣＭのいずれか

の資格の組合せも可とする。 

  イ 照査技術者は技術士の建設部門（道路）及び建設部門（鋼構造及びコンク

リート）の資格を有するもの、又は、ＲＣＣＭの道路部門及び鋼構造及びコ

ンクリート部門の資格を有するもので、技術士とＲＣＣＭのいずれかの資格

の組合せも可とする。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  
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（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月２７日（水）～平成３０年７月６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月６日（金）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月２７日（水）～平成３０年７月６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月６日（金）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月２４日（火） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に
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係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

- 110 -



甲府市告示第３１５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４８２号 

（２）業務名称     道路ストック総点検業務委託（道路トンネル）  

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３０年１２月２１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「建設コンサルタント

（トンネル）」に登録されている者であること。  

（３）現場代理人及び主任技術者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者である

こと。加えて、主任技術者は、「道路ストック総点検業務」の作業実績を有

する者であること。 

ア 技術士の総合技術管理部門（建設部門関連項目）の資格を有し、技術士

法による登録を行っている者。  

イ 技術士の建設部門（トンネル）の資格を有し、技術士法による登録を行

っている者。 

ウ ＲＣＣＭ（トンネル）の資格を有する者。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月２８日（木）～平成３０年７月９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月９日（月）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月２８日（木）～平成３０年７月９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月９日（月）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月２６日（木） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 
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この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第３１６号 

 

 平成３０年度の甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号。以下「条

例」という。）第１４条第１項に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率

及び第１３条の２第１項に規定する基礎賦課額から減額する額、第１４条の５の５

第１項に規定する一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び第

１３条の２第４項において準用する同条第１項に規定する後期高齢者支援金等賦課

額から減額する額並びに第１４条の９第１項に規定する介護納付金賦課額の保険料

率及び第１３条の２第５項において準用する同条第１項に規定する介護納付金賦課

額から減額する額を、第１４条第３項（第１３条の２第３項において準用する場合

を含む。）、第１４条の５の５第３項（第１３条の２第４項において準用する場合を

含む。）及び第１４条の９第３項（第１３条の２第５項において準用する場合を含

む。）の規定により告示する。 

 

  平成３０年６月２９日 

 

                  甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 条例第１４条第１項第１号の所得割          １００分の８．４９ 

２ 条例第１４条第１項第２号の被保険者均等割        ２４，３００円 

３ 条例第１４条第１項第３号の世帯別平等割  

（１）特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     ２４，５００円    

（２） 特定世帯                  １２，２５０円 

    （３） 特定継続世帯                １８，３７０円 

４ 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する額       １７，０１０円 

５ 条例第１３条の２第１項第１号イに規定する額 

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     １７，１５０円 

    （２） 特定世帯                   ８，５７５円 

（３） 特定継続世帯                １２，８５９円 

６ 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する額       １２，１５０円 

７ 条例第１３条の２第１項第２号イに規定する額  

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     １２，２５０円 

（２） 特定世帯                   ６，１２５円 

（３） 特定継続世帯                 ９，１８５円 

８ 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する額        ４，８６０円 

９ 条例第１３条の２第１項第３号イに規定する額  

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ４，９００円 

（２） 特定世帯                   ２，４５０円 

（３） 特定継続世帯                 ３，６７４円 

１０ 条例第１４条の５の５第１項第１号の所得割     １００分の２．０６ 

１１ 条例第１４条の５の５第１項第２号の被保険者均等割    ７，３００円 
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１２ 条例第１４条の５の５第１項第３号の世帯別平等割 

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ５，６００円 

（２） 特定世帯                   ２，８００円 

（３） 特定継続世帯                 ４，２００円 

１３ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ５，１１０円 

１４ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ３，９２０円 

（２） 特定世帯                   １，９６０円 

（３） 特定継続世帯                 ２，９４０円 

１５ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ３，６５０円 

１６ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ２，８００円 

（２） 特定世帯                   １，４００円 

（３） 特定継続世帯                 ２，１００円 

１７ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号アに規定する額 

                               １，４６０円 

 

１８ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      １，１２０円 

（２）  特定世帯                      ５６０円 

（３） 特定継続世帯                   ８４０円 

１９ 条例第１４条の９第１項第１号の所得割       １００分の２．１２ 

２０ 条例第１４条の９第１項第２号の被保険者均等割      ８，６００円 

２１ 条例第１４条の９第１項第３号の世帯別平等割       ５，３００円 

２２ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ６，０２０円 

２３ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

                               ３，７１０円 

２４ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ４，３００円 

２５ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

                               ２，６５０円 

２６ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号アに規定する額  

                               １，７２０円 

２７ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号イに規定する額  

                               １，０６０円 
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甲府市告示第３１７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４８５号 

（２）業務名称     道路ストック総点検業務委託（横断歩道橋）  

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３０年１２月２１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「建設コンサルタント

（鋼構造及びコンクリート）」または「建設コンサルタント（道路）」に登

録されている者であること。 

（３）現場代理人及び主任技術者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者である

こと。加えて、主任技術者は、「道路ストック総点検業務」の作業実績を有

する者であること。 

ア 技術士の総合技術管理部門（建設部門関連項目）の資格を有し、技術士

法による登録を行っている者。  

イ 技術士の建設部門（鋼構造及びコンクリート、または道路）の資格を有

し、技術士法による登録を行っている者。 

ウ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート、または道路）の資格を有する者。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月２９日（金）～平成３０年７月９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月９日（月）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月２９日（金）～平成３０年７月９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月９日（月）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月２６日（木） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 
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この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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市議会 
 

甲府市議会規程第１号 

 甲府市議会議員政治倫理規程を次のように定める。 

  平成３０年６月４日 

 

 

                 甲府市議会議長  鈴 木   篤 

 

 

甲府市議会議員政治倫理規程 

 （目的）  

第１条 この規程は、甲府市自治基本条例（平成１９年６月条例第２１号）第１６

条（市議会の議員の責務）の規定に基づき、甲府市議会議員（以下「議員」とい

う。）が市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理に関し、基本となる事項を定

めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上を図り、もって市民に信頼さ

れる市議会づくりを進め、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とす

る。 

（議員の責務）  

第２条 議員は、その職責を十分理解し、その使命の達成に努めなければならない。  

２ 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実に

その説明を行い、疑惑解明の責務を負うものとする。 

（政治倫理基準）  

第３条 議員は、次に掲げる政治倫理基準（以下「政治倫理基準」という。）を遵守

しなければならない。  

⑴ 市が行う許可、認可その他の処分又は請負その他の契約に関し、特定の者に

有利な取扱い又は不利な取扱いとなるよう働きかけないこと。  

⑵ 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受け

ないこと。 

⑶ 議員の地位を利用していかなる金品も授受しないこと。  

⑷ 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力

を不正に行使するよう働きかけないこと。  

⑸ 市の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事について、特定の個人が有

利又は不利になるよう働きかけないこと。  

⑹ 発言又は情報発信を行うときは、公人としての自覚及び責任を持って行うこ

と。 

⑺ 職務上知り得た情報を不当な目的に使用しないこと。 

⑻ 法令並びに議会及び委員会等の決定事項を誠実に守り、議員としてその品位

と名誉を損なう一切の行為をしないこと。 

（審査請求） 
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第４条 議員は、政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるとき

は、その事実を証する資料を添えて、甲府市議会議員の定数を定める条例（平成

１４年６月条例第１４号）に規定する議員の定数の８分の１以上の議員の連署を

もって、議長に対し、審査の請求（以下「審査請求」という。）をすることができ

る。 

 （取扱審査会の設置） 

第５条 議長は、審査請求があったときは、議会に甲府市議会議員審査請求取扱審

査会（以下「取扱審査会」という。）を設置し、当該審査請求に係る事案を付託す

る。 

２ 取扱審査会は、甲府市議会会議規則（昭和５０年３月議会規則第２号）別表に

規定する会派代表者会議の議員（議長を除く。）をもって構成する。ただし、審査

請求の対象となる議員（以下「対象議員」という。）及び当該審査請求を行った議

員は、当該取扱審査会の委員となることはできない。 

３ 取扱審査会に委員長を置き、副議長をもって充てる。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、年長者が委員長の職務を

代理する。 

 （取扱審査会の運営） 

第６条 取扱審査会は、議長から付託された事案に係る審査請求の適否及び政治倫

理基準に違反する行為の存否の取扱いについて審査する。 

２ 取扱審査会は、取扱審査会の委員の３分の２以上が出席しなければ開くことが

できない。 

３ 取扱審査会の会議は、非公開とする。 

４ 取扱審査会は、審査を行うため、対象議員及び関係者に対し、資料請求、事情

聴取等必要な調査を行うことができる。 

５ 取扱審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 

６ 取扱審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。 

（取扱審査会の報告等） 

第７条 取扱審査会は、審査請求に係る事案の審査を終了したときは、速やかに、

その結果を議長に報告しなければならない。この場合において、当該取扱審査会

は、次の各号のいずれかの措置を講ずるべきかの意見を添えなければならない。 

⑴ この規程を遵守させるため警告すること。 

⑵ 甲府市議会議員政治倫理審査会（以下「倫理審査会」という。）を設置し、当

該事案を付託すること。 

⑶ その他取扱審査会が必要と認めること。 

 （議長の措置等） 

第８条 議長は、第７条の意見を尊重し必要な措置を講ずるものとする。ただし、

第７条第２号に規定する措置に係る意見を受けたときは、倫理審査会を設置し、

審査請求に係る事案を付託しなければならない。 

２ 議長は、前項の措置を講じたときは、審査請求を行った議員に対し、当該措置

の内容を通知するものとする。 
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（倫理審査会の設置） 

第９条 議長は、第８条第１項（ただし書に規定する場合を除く。）の規定にかかわ

らず、取扱審査会において全会一致で政治倫理基準に違反しないと認める場合を

除くほか、倫理審査会を設置することができる。 

２ 倫理審査会は、甲府市議会委員会条例（平成３年６月条例第１３号）第４条第

１項に規定する議会運営委員会の委員１２人以内をもって構成する。ただし、対

象議員及び審査請求を行った議員は、当該倫理審査会の委員となることはできな

い。 

３ 倫理審査会の委員（以下「委員」という。）は、議長が任命する。 

４ 倫理審査会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

５ 委員の任期は、当該審査請求に係る事案の審査終了までとする。 

（倫理審査会の運営） 

第１０条 倫理審査会は、議長から審査を付託された事案に係る政治倫理基準に違

反する行為の存否について審査する。 

２ 倫理審査会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の３分の２以上の同

意により非公開とすることができる。 

３ 倫理審査会の議事は、出席委員の３分の２以上で決する。 

４ 倫理審査会は、対象議員に口頭又は書面による弁明の機会を与えなければなら

ない。 

５ 倫理審査会を運営する場合については、第６条第２項、第４項及び第６項の規

定を準用する。 

６ 前各項に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長

が審査会に諮って定める。 

（倫理審査会の報告等） 

第１１条 倫理審査会は、審査請求に係る事案の審査を終了したときは、速やかに、

その結果を議長に報告しなければならない。この場合において、政治倫理基準に

違反する行為があると認めるときは、当該報告に次の各号のいずれかの措置を講

ずるべきかの意見を添えなければならない。 

⑴ この規程を遵守させるため警告し、誓約書の提出を求めること。 

⑵ 議会の役職停止に関すること。 

⑶ 議員の辞職に関すること。 

⑷ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条に定める調査を行うこと。 

⑸ その他倫理審査会が必要と認めること。 

（議長の措置等） 

第１２条 議長は、第１１条の意見を尊重し必要な措置を講ずるものとする。この 

場合において議長は、審査請求を行った議員に対し、当該措置の内容を通知する

ものとする。 

（規程の見直し） 

第１３条 この規程は、議員の任期ごとに見直しを行うものとする。 

（委任） 

第１４条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。 
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附 則 

この規程は、平成３０年６月４日から施行する。 
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教育委員会 
 

甲府市教育委員会告示第４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月１９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （教委）第１号 

（２）業務名称      甲府市立小学校消火設備及び避難器具等点検業務委託  

（３）履行期間      契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポン 

プ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。 

（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備点検資格者若しくは消防設備士、

及び電気工事士又は電気主任技術者）を雇用していること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止

を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は  
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民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が  

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入  

札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年６月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年６月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後２時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００ 

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その 

端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税  

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００ ／ 

１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範  

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に  

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契  

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を  

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市教育委員会告示第５号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年６月１９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （教委）第２号 

（２）業務名称      甲府市立中学校消火設備及び避難器具等点検業務委託 

（３）履行期間      契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポン

プ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備点検資格者若しくは消防設備 

士、及び電気工事士又は電気主任技術者）を雇用していること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年６月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年６月１９日（火）～平成３０年６月２８日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年７月１９日（木） 午後２時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第２号    

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び 

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に 

規定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の 

１／６の数は、次のとおりである。 

 

平成３０年６月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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農業委員会 
                     

甲府市農業委員会告示第６号  

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会６月

定例総会を、平成３０年６月２８日午後２時００分、甲府市南公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  平成３０年６月２２日 

 

              甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成３０年７月告示分農用地利用集積計画について  

 ３ 平成３１年度山梨県農業行政施策に関する提言について  
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上下水道局 
                     

甲府市上下水道局告示第２２号    

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）３号 

工事名 

①積翠寺処理分区下水道管布設工事（Ｈ３０－１） 

②（下甲－１）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・Ｈ３０－ 

 １） 

工事場所 甲府市古府中町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①・硬質塩化ビニル管布設工（φ２００） 

  Ｌ＝２８０．３ｍ 

・人孔設置工（１号）   ５箇所 

・人孔設置工（小型）   ５箇所 

 ・公設桝設置工      ２箇所 

 ・付帯工 １式 

②・ＨＰＰＥ（φ７５）    ２７２．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ７５）    ６．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ７５）     ３．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ７５）    １基 

・仕切弁．ＰＥ（φ７５）    １基 

・水抜栓（φ２５）       ２基 

・臨給工（材料局支給）     １式 

２ 工期 平成３０年１２月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３９，７４４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等若しくは下水道管 

布設工事等と配水管布設替工事等との 

合併工事。ただし、１件の工事請負 

額が、１，９００万円以上の実績に限  

る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 平成３０年７月６日 
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午前９時３０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第２３号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００８号 

工事名 （更新－１７）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市朝気三丁目・青沼三丁目地内（甲府市総合市民会館の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ２５０） １０６．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ２５０）    ５．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１５０） １０８．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ１５０）    ２．０ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００） ４１２．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ１００）    ６．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ７５）    ８．５ｍ 

・ＨＰＰＥ（φ７５）    １５７．０ｍ 

・ＳＳＰ【泥吐管】（φ５０）  ２．５ｍ 

・ＳＰ（ＶＤ）【泥吐管】（φ５０） 

  ３．５ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ２５０）   ２基 

・仕切弁．ＧＸ（φ１５０）   ２基 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）  １１基 

・仕切弁．ＧＸ（φ７５）    ２基 

・泥吐弁．Ｆ（φ５０）     ２基 

・消火栓（φ７５）       ３基 

・水抜栓（φ２５）       １基 

・不断水簡易仕切弁（φ３００・１５０） 

  ２基 

２ 工期 平成３１年３月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８５，５０３，６００円 
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４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件の 

工事請負額が４，２００万円以上の実 

績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 平成３０年７月６日 
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午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２４号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成３０年６月６日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００１０号 

工事名 （鉛対４－４）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市上石田四丁目地内（南西第一児童公園の西） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ７５）  ２０．８ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ （φ７５）   ４．０ｍ 

・ＨＰＰＥ  （φ７５） １０７．５ｍ 

・ＲＲＶＰ  （φ７５）   ２．９ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ７５）     ３基 

・水抜栓   （φ２５）     ２基 

２ 工期 平成３０年１０月３１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，２１４，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件 

の工事請負額が、６００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年６月２７日 

午前１０時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２５号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月６日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （電気）１１００１１号 

工事名 （そ－１）平瀬浄水場高圧受配電設備外更新工事 

工事場所 甲府市平瀬町４３７番地３（平瀬浄水場内） 

工事概要 

１ 工事内容 

１ 管理本館電気室高低圧受配電設備外  １式 

２ 汚泥処理棟電気室高低圧受配電設備外 １式 

３ 監視制御・計装設備機能増設     １式 

４ 動力・制御ケーブル、接地線外    １式 

５ 既設盤等撤去工事          １式 

６ その他上記に係る諸工事       １式 

２ 工期 平成３２年３月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８３２，４６４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 指定なし 

２ 競争入札参加資格 

電気 特定建設業の許可 

直近の経営事項審査結果通知書の総合 

評定値（Ｐ）１，２００点以上 

３ 同種工事施工実績 

上水道の浄水場 

（浄水能力１００，０００㎥／日以上） 

において、受変電設備・動力設備の主 

要機器の新設、増設、更新工事。 

ただし、１件の工事請負額が４億１千 

６百万円以上の実績に限る。 

- 140 -



元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札日時 
平成３０年６月２７日 

午前１１時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月２日 

12 開札日時 
平成３０年７月６日 

午前１１時３０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 
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３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月４日まで 

２ 回答 平成３０年７月５日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 平成３１年度のみ請求できる 

中間前金払 
平成３１年度のみ請求できる（ただし、

部分払いとの選択制とする。） 

部分払 平成３１年度のみ請求できる 

年度支払限度額 
平成３０年度 ０円 

平成３１年度 工事請負額全額 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 142 -



                      甲府市上下水道局告示第２６号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成３０年６月６日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１０００６号 

工事名 （路４－８）路面復旧工事 

工事場所 甲府市新田町地内（市立新田小学校の北） 

工事概要 

１ 工事内容 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ（ＰＫ－３）：ｔ＝ 

 ５ｃｍ） Ａ＝１，８００．０㎡ 

・区画線工  １式 

・付帯工   １式 

２ 工期 平成３０年９月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３，２３０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年６月１５日 
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３ 申請書受付開始日 平成３０年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年６月２７日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年６月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年６月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                   甲府市上下水道局告示第２７号  

 

甲府市上下水道局契約規程(昭和３９年４月管理規程第２号)及び甲府市契約規則

(昭和５０年１２月規則第６６号)第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争入札

を執行する。 

 

平成３０年６月２１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

１ 入札対象業務 

(1)入札番号       建設コ-３１００３９号 

(2)業務名称       甲府市上下水道局庁舎劣化度等調査及び修繕計画作 

             成業務 

(3)履行期間       契約締結日から平成３０年１２月２５日まで 

(4)履行場所       仕様書による 

(5)業務内容       仕様書による 

(6)予定価格       公表しない 

(7)最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、 

 次の条件をすべて満たす者 

(1)甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

 (2)甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種

が「設計」で登録されている者であること。 

(3)地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。 

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第

２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 又は法人におい 

ては、その役員が暴力団員でないこと。 

(5)この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給(入札等) 

制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要 

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指 

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

(6)入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

(7)会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立又は民

事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく民事再生手続開始の申立がなさ
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れている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札

参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

(8)市税、水道料金及び下水道使用料の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

(1)配付期間 平成３０年６月２１日（木）～平成３０年７月２日（月） 

        （土曜日、日曜日を除く） 

        午前９時～午後５時 

（2)配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

(3)配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

        道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム 

        ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

(4)申請書等の受付期間及び場所 

   ア 期間 平成３０年６月２１日（木）～平成３０年７月２日（月） 

        （土曜日、日曜日を除く） 

        午前９時～午後５時 

   イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

(1)日 時 平成３０年７月３０日（月） 午前１０時 

(2)場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階小会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００ 

 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端 

 数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に 

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 
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８ その他 

(1)入札保証金：免除 

(2)契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３号

に規定する、過去２年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類

及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる

場合は免除する。 

(3)契約書作成の要否：要 

(4)仕様説明会は行わない。 

(5)その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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                     甲府市上下水道局告示第２８号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月２１日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）４号 

工事名 

①中－１－６処理分区下水道管布設工事（Ｈ３０－１） 

②（下中－１０１）配水管布設工事（中－１－６処理分区・Ｈ 

 ３０－１） 

工事場所 甲府市上向山町地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

①・硬質塩化ビニル管布設工（φ１５０） 

  Ｌ＝３７６．５ｍ 

・人孔設置工（１号）  １０箇所 

 ・公設桝設置工      ８箇所 

 ・付帯工 １式 

②・ＤＩＰ．ＧＸ（φ７５）  ２０９．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ７５）     ２．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ７５）    ３基 

・泥吐弁（φ７５）       １基 

・水抜栓（φ２５）       １基 

２ 工期 平成３１年４月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８４，０２４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等若しくは下水道管 

布設工事等と配水管布設工事等との合 

併工事。ただし、１件の工事請負額が、
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４，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札日時 
平成３０年７月１２日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月１８日 

12 開札日時 
平成３０年７月２４日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月２５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 
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３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月２０日まで 

２ 回答 平成３０年７月２３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２９号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００１４号 

工事名 （そ－４）平瀬浄水場浄水池補強及び防食工事 

工事場所 甲府市平瀬町４３７番地３（平瀬浄水場内） 

工事概要 

１ 工事内容 

浄水池（２池） 

・目地補強工（伸縮可撓継手設置） 

 Ｌ＝３１４．０ｍ×２池 

・内面防食工（モルタル被覆 ｔ＝１０ｍｍ） 

 Ａ＝３，５４８．０㎡×２池 

・補修工（ひび割れ補修等） １式 

２ 工期 平成３２年３月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３５２，２９６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１件 

の工事請負額が８，０００万円以上の 

実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 
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平成１５年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札日時 
平成３０年７月１２日 

午前９時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月１８日 

12 開札日時 
平成３０年７月２４日 

午前９時 

13 落札者決定日 平成３０年７月２５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 
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３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年７月２０日まで 

２ 回答 平成３０年７月２３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
平成３１年度のみ請求できる（ただし、

部分払いとの選択制とする。） 

部分払 平成３１年度のみ請求できる 

年度支払限度額 
平成３０年度 請負代金額の４割まで 

平成３１年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３０号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月２１日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００２２号 

工事名 下水道改良工事（スＨ３０－３） 

工事場所 甲府市中央一丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

管きょ更生工 １式 

路線延長（既設管径：φ２５０～φ７００） 

Ｌ＝５１９．０ｍ 

更生延長（既設管径：φ２５０～φ７００） 

Ｌ＝５０３．０ｍ 

付帯工 １式 

２ 工期 平成３１年１月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８６，０２２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

管更生工事において実績がある者又は、 

下水道管工事で１件の工事請負額が 

５，０００万円以上の実績がある者に 

限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札日時 
平成３０年７月１２日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月１８日 

12 開札日時 
平成３０年７月２４日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月２５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

価格以外の １ 質問 平成３０年７月２０日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 平成３０年７月２３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３１号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年６月２１日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００２３号 

工事名 下水道改良工事（浸入水対策Ｈ３０－２） 

工事場所 甲府市屋形一丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長        Ｌ＝６６１．１ｍ 

・管きょ更生工（φ２５０）Ｌ＝６３４．１ｍ 

・内面補修工       Ｎ＝７７個所 

・汚水桝取替工      Ｎ＝５４個所 

・桝上部取替工      Ｎ＝ ９個所 

・付帯工            １式 

２ 工期 平成３１年２月２１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８０，８０５，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

管更生工事において実績がある者又は、 

下水道管工事で１件の工事請負額が 

５，０００万円以上の実績がある者に 

限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年６月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月２日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札日時 
平成３０年７月１２日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年７月１８日 

12 開札日時 
平成３０年７月２４日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 平成３０年７月２５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

価格以外の １ 質問 平成３０年７月２０日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 平成３０年７月２３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年７月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３２号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成３０年６月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００２４号 

工事名 下水道改良工事（地震対策Ｈ３０－１） 

工事場所 甲府市中小河原町地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・マンホール浮上抑制対策工 Ｎ＝１４箇所 

・人孔鉄蓋調整・取替工   Ｎ＝ ４箇所 

・付帯工          Ｎ＝ １式 

２ 工期 平成３１年２月１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，３４９，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。ただし、１件 

の工事請負額が、９００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月２日 
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３ 申請書受付開始日 平成３０年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月９日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月１２日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月１０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

石 山 貴 穂 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

元 山 悠 子 

技術職員に採用する 

助産師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

以 上      発 令 日  平成３０年 ６月 １日 

 

甲府市監査委員                       山 中 和 男 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成３０年 ６月１５日 

 

中 村 明 彦 

甲府市監査委員に選任する 

以 上      発 令 日  平成３０年 ６月１６日 

 

 甲府市固定資産評価員                   芦 澤   徹 

退職を承認する 

 発 令 日  平成３０年 ６月３０日 

 

市立甲府病院    診療部           医師    小田切 奨 太 

市立甲府病院    診療部           医師    鈴 木 和 博 

市立甲府病院    放射線部           技師長   中 島 正 弘 

市立甲府病院    看護部            主任    中 山 美 里 

市立甲府病院    看護部            主任    宮 川 梨 奈 

市立甲府病院    看護部            主任    畑 山 千 恵 

市立甲府病院    看護部           主任    石 田 未 来 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成３０年 ６月３０日 
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